
  

●６月 19日、党

県議団を代表し

て岡田芳秀新県

議が質問。 

安倍政権が「無償化」といって 5月に強行

成立させた大学修学支援法で、現行の県立

大学で全額免除 105名、半額免除 69名の対

象学生の中で対象外となってしまう恐れが

あると、厳しく安倍政権の欺瞞を指摘、そ

して、県立大学での減免の後退を許しては

ならないと知事に迫りました。 

また、無償化というならば、「学費ゼロ」

に近づけていくことが学ぶ権利を保障する

ことであるのに、柴山文科相が「新たな制

度は授業料の値下げを行うものではない」

と答えていると、全国知事会次世代育成プ

ロジェクトチーム長として、国に対して給

付型奨学金の創設や高等教育の無償化を求

めている知事の見解を求めました。 

●知事は「新

制度の下では

現在授業料減

免を受けてい

る学生が外される可能性がある」と、安倍

の支援法で後退することを認めました。そ

のうえで知事は「現状並みの学生支援がで

きる方向で検討を進めたい」と応えました。 

しかし、県立大学の学費値下げについて

は、「他の大学と同程度の学費。変更する必

要があるとは考えていない」と背を向けま

した。88％の学生は、この支援法では放置

され、また、各大学が実施している授業料

減免措置がなくなる恐れもでてきています。

しかも、その「財源」という口実で逆進性

の強い消費税 10％増税が強行されると更な

る負担が学生と家族に押し付けらる事にな

ります。 

。 

吉良富彦事務所 855-9439 愛宕商店街 

議会控室       823-9524 県議会内 

 

無料法律･生活相談 

●7月 17日(水)午後６時～８時  
●場所：愛宕商店街 吉良事務所 

●相談者：皿田幸憲弁護士(よつば法律事務所) 

 

予約電話：088-823-9524 お気軽にご相談を。 
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